
障害者福祉施策
児童福祉施策の
最新の動向

千葉県サービス管理責任者及び

児童発達支援管理責任者実践研修
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各研修（基礎・実践・更新）
のねらいについて理解する



サービス管理責任者等として従事するための要件
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● サービス管理責任者等として配置されるためには、２つの要件を満たす必要有
障害者総合支援法【サービス管理責任者】 （平成31年度告示第109号）

児童福祉法【児童発達支援管理責任者】 （平成31年度告示第110号）

【１】 実務経験要件（配置に関する）

・条件により年限が異なる。 （次スライド: 詳細は告示を参照。）

① 法、② 保有する資格及び③ 従事経験の業務内容 による。

【２】 研修修了要件

1) 取得: 基礎研修、実践研修を修了

2) 維持: 実践研修修了の翌年度から５年間の間に１度更新研修を修了

❖研修受講においても実務経験要件あり。

❖ 研修の受講に関する実務経験要件

1) 基礎研修: サービス管理責任者等としての実務経験要件を満たす２年前から受講可。

2) 実践研修: 基礎研修修了後２年以上、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者としての実務経験。

3) 更新研修: ① 過去５年間に２年以上のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・管理者・相談支援専門員の実務経験。

又は② 現にこれらの業務に従事していること。

出展 厚生労働省サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修



サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等について
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＜配置に関する実務経験要件＞
相談支援業務５年

（有資格者の場合は３年）以上
もしくは直接支援業務８年以上

＜受講対象＞
相談支援業務３年以上

（有資格者の場合は１年）以上
もしくは直接支援業務６年以上

基礎研修修了後2年以上の実務

基礎研修修了後３年間で
２年以上の実務

※基礎研修修了後に配置に関する
実務要件を満たした場合を含む。

経過措置について

①旧カリキュラムのサービス管理責任
者等研修を修了済みの者について

②基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者について
※Ｈ３１(Ｒ１)年度～Ｒ３年度の基礎研修受講者に限る
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配置に関する実務要件を満たしている場合は、基礎研修修
了日後３年間は、実践研修を修了していなくても、サービス
管理責任者等とみなす。
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既にサービス管理責任者等が１名配置されている場合は、２人目
のサービス管理責任者等としては配置可能。
個別支援計画原案の作成が可能であることを明確化。
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H31.4～（新体系移行）

施行後５年間（Ｒ５年度末まで）は、更新研修修
了前でも引き続きサービス管理責任者等として
業務可能。

出展 厚生労働省サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修



基礎研修

相談支援初任者研修
講義部分の一部を受講

サビ管・児発管研修を
受講（１５ｈ）

実践研修

（１４．５ｈ）

サビ管・児発管
実務要件

※ 実務要件に２
年満たない段階
から、基礎研修

の受講可

サビ管・
児発管
として
配置

更新研修
（13ｈ）

※５年毎
に受講

ＯＪＴ
一部
業務
可能

(注)一定の実務経験の要件
・実践研修：過去５年間に２年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験

・更新研修：①過去５年間に２年以上のサビ管・児発管等の実務経験がある又は②現にサ
ビ管・児発管等として従事

資格取得のための研修としては、およそ2～3年間かけた内容である！

基礎・実践・更新研修の流れ

出展 厚生労働省サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修



基礎研修・実践研修・更新研修のねらい

基礎研修：プロセス
アセスメント、個別支援計画の作成、
相談支援専門員との連携、多職種連携

更新研修：自己検証
施策の最新の動向、自己検証、

スーパーバイズ

実践研修：質の向上
支援会議の運営、サービス（支援）提

供職員への助言・指導、個別支援計画の
質の向上

3年
原案作成が可能

5年
サービス（児童発

達支援）管理責任者
として配置

5年毎
サービス（児童発

達支援）管理責任者
として継続

サービスの質 人材育成 地域連携

出典 厚生労働省 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修資料



実践研修の目的

Ａ．サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の本来業
務を実践するために、個別支援計画の作成に携わっているこ
とを前提として、サービス（支援）提供プロセスにおける
「管理」、具体的には「支援会議の運営」、「サービス（支
援）提供職員への助言・指導」について講義及び演習で体験
する。また、演習等によるグループワーク等を実施する中で、
各自が実際に作成した「個別支援計画」の内容等の質の向上
を図る。

出展 厚生労働省サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修



実践研修の目的

Ｂ．修了時の到達レベルは、２年間の個別支援計画素案作
成・修正素案作成の経験をベースに個別支援計画作成・修正
について熟達し、関係機関との連絡調整や支援会議の運営、
サービス提供職員に対する技術的な指導・助言等一連のサー
ビス（支援）プロセス管理業務が行えるレベルとする。

Ｃ．修了後の役割像としては、実践研修修了により従来の
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の業務に携わ
ること（サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者資格
取得）を想定。

出展 厚生労働省サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修



サービス管理責任者

児童発達支援管理責任者

としての役割を理解する



管 理 者 の 責 務

「従業者及び業務の一元的な管理や
規定を遵守させるため必要な指揮命令」

サービス管理責任者等の責務

「サービス提供プロセスに関して
他のサービス提供職員に対する
技術的な助言や指導等」

サービス提供職員等 A

サービス提供職員等 B

サービス提供事業所等

事務職員

サービス内容
の管理に関す
る指示・指導

サービス提供部門

人事管理
指揮命令

人事管理
指揮命令

その他の職員

サービス内容
の管理に関す
る指示・指導

「管理者」と「サービス管理責任者」及び「児童発達支援管理責任者」の関係イメージ

サービス管理責任者等の役割

11



管 理 者

①指定要件：専従

②対象者像：施設長（管理職）を想定

③要件：
・社会福祉主事の資格を有するか又は
社会福祉事業に２年以上従事した経験のある
者、又は社会福祉施設長資格認定講習会を修
了した者 （最低基準）

④根拠：社会福祉法６６条

⑤責務：「従業者及び業務の一元的な管理や規定
を遵守させるために必要な指揮命令」

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者

①指定要件：専従で常勤
※児童発達支援センターについては「専任かつ常勤」、保育所等訪問
支援については「常勤」の規定なし。

②対象者像：サービス提供部門の管理職
又は指導的立場の職員を想定

③要件：
・実務経験（３～１０年）
・サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責
任者研修修了

・相談支援従事者研修（講義部分）受講

④根拠：総合支援法４２条、児童福祉法第２１条の５
の１７、第２４条の１１

⑤責務：「個別支援計画の作成やサービス提供プロ
セスの管理、他のサービス提供職員への技術指
導と助言等」

「管理者」と「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」の比較 ①
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管理者の業務内容例
1. 利用者・市町村への契約支給量報告等

2. 利用者負担額の受領及び管理

3. 介護給付費の額に係る通知等

4. 提供するサービスの質の評価と改善

5. 利用者・家族に対する相談及び援助

6. 利用者の日常生活上の適切な支援

7. 利用者家族との連携

8. 緊急時の対応、非常災害対策等

9. 従業者及び業務の一元的管理

10. 従業者に対する指揮命令

11. 運営規程の制定

12. 従業者の勤務体制の確保等

13. 利用定員の遵守

14. 衛生管理等

15. 利用者の身体拘束等の禁止

16. 地域との連携等

17. 記録の整備

「管理者」と「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」の比較 ②

サービス管理責任者の業務内容例

①利用者に対するアセスメント

②個別支援計画作成の作成と変更

③個別支援計画の説明と交付

④サービス提供内容の管理

⑤サービス提供プロセスの管理

⑥個別支援計画策定会議の運営

⑦サービス提供職員に対する技術的な指導と助言

⑧サービス提供記録の管理

⑨利用者からの苦情の相談

⑩支援内容に関連する関係機関との連絡調整

⑪管理者への支援状況報告



「相談支援専門員」と「管理者」・「サービス管理責任者」の比較

サービス提供事業所
相談支援専門員

サービス管理責任者管理者

１名以上は専任で常勤（新体系）

•専任 → 特定の業務の主たる担当者として特定されて
いること。

•常勤 → 雇用形態が常勤職員として雇用されていること。
（週４０時間労働）

専従（支障がない場合は兼務可）
•専従 → サービス提供時間帯を通じて、職員が張り付
いていること。非常勤も可。

専従（支障がない場合は兼務可）

・専従→サービス提供時間帯を通じて、職員が張
り付いていること。非常勤も可。

指定

要件

サービス提供部門の管理職又は指導的立場の職員を想
定（管理職でなくても可）

施設長（管理職）を想定相談支援事業所の従業者対象

者像

実務経験（３～１０年）
・サービス管理責任者研修修了
・相談支援従事者研修（講義部分）受講

社会福祉主事の資格を有するか又は社会福祉事業に
２年以上従事した経験のある者、又は社会福祉施設長
資格認定講習会を修了した者 （最低基準）

実務経験（３～１０年）と相談支援従事者研修（初
任者又は現任）を修了した者

要件

「個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理、
他のサービス提供職員への技術指導と助言等」

「従業者及び業務の一元的な管理や規定を遵守させる
ために必要な指揮命令」

利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活や社会
生活の実現のための支援、中立・公平な立場から
の効率的で適切な障害福祉サービス利用のため
の支援 等

責務

①個別支援計画の作成に関する業務

②利用者に対するアセスメント

③利用者との面接

④個別支援計画作成に係る会議の運営

⑤利用者・家族に対する個別支援計画の説明と

交付

⑥個別支援計画の実施状況把握（モニタリング）

⑦定期的なモニタリング結果の記録

⑧個別支援計画の変更（修正）

⑨支援内容に関連する関係機関との連絡調整

⑩サービス提供職員への技術的な指導と助言

⑪自立した日常生活が可能と認められる

利用者への必要な援助

①利用者・市町村への契約支給量報告等
②利用者負担額の受領及び管理
③介護給付費の額に係る通知等
④提供するサービスの質の評価と改善
⑤利用者・家族に対する相談及び援助
⑥利用者の日常生活上の適切な支援
⑦利用者家族との連携
⑧緊急時の対応、非常災害対策等
⑨従業者及び業務の一元的管理
⑩従業者に対する指揮命令
⑪運営規程の制定
⑫従業者の勤務体制の確保等
⑬利用定員の遵守
⑭衛生管理等
⑮利用者の身体拘束等の禁止
⑯地域との連携等
⑰記録の整備

①生活全般に係る相談、情報提供

②利用者に係るアセスメントの実施

③サービス利用計画の作成と変更

④サービス利用計画の説明と交付

⑤サービス利用計画の実施状況等の把握

及び評価等（モニタリングの実施）

⑥サービス担当者会議等による専門的意見

の聴取

⑦障害福祉施設等との連携等

※サービス利用計画の作成にあたっては、イン
フォーマルなサービスの利用も含め総合的な計画
となるよう努めなければならない。

業務

内容



サービス管理責任者

利用者
従業者

管理者・法人

地域・関係機関

サービス管理責任者の位置づけのイメージ

サービス管理責任者は、利用者、従業者、管理者・法人、地域・関係機関
とのあいだに立って、質の高いサービスが提供されるよう調整する立場



サービス管理責任者等は、
仕事の結果が問われる

例えば、

○個別支援計画の作成など、利用者のニーズに基づい
たサービス提供の仕組みを作ったか

○適切な個別支援計画の作成やサービス提供ができる
よう、サービス提供職員を適切に支援したか

○利用者に対して質の高いサービスを提供したか
などが評価される。

サービス管理責任者等は自分自身の役割を
常に意識して責任を果たすべき。



サービス管理責任者評価の基準例

評価の項目 評価の基準

１．質の高いサービスの提供
①苦情解決の推移
②利用者や家族の満足度
③福祉サービスの第三者評価

２．事業の推進・効率化

３．人材の育成・強化
①ＯＪＴ、ＯＦＦ ＪＴの実施件数
②資格取得などキャリアアップ

③研究発表など専門性・スキルの向上

①移行支援者の推移
②利用者の推移
③支援会議の効率化



障害者福祉施策
児童福祉施策の
最新の動向



令 和 ６ 年 度 障 害 福 祉 サ ー ビ ス等 報 酬改 定 にお け る主な 改 定内 容

• 居宅介護の特定事業所加算に算定にあたり、重度障害児への対応を評価

＜特定事業所加算の算定要件に重症心身障害児及び医療的ケア児への支援を追加＞

• 入院中の重度訪問介護の利用について特別なコミュニケーション支援を必要

とする障害支援区分４及び５の利用者も対象に追加

＜入院中の重度訪問介護利用の対象 区分６ ⇒ 区分４以上＞

• 重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・ 重 度 訪問介護の国庫負担基準の見直し

＜居宅介護の国庫負担基準に介護保険対象者の区分を追加 等＞

１ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 に お け る 横 断 的 な 改 定 事 項

• 現行の処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ

＜職種間配分ルールの統一、月額賃金改善に関する要件の見直し 等＞

• 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を

評価する加算を創設

＜地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】500単位/月＞

• 強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化や、「中核的人材」の配置や

「集中的支援」について評価（生活介護 ・ 施設・グループホーム等）

＜基礎研修受講者を20%以上配置し、区分６かつ行動関連項目10点以上の者に支援を 行

った場合 360単位/日、集中的支援加算（Ⅰ）【新設】1000単位/月 等＞

• 感染症発生時に備えた医療機関との連携強化（施設等）

＜障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅰ）【新設】10単位/月 等＞

• 障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしていない

場合の減算の導入 ・ 見直し（全サービス共通）
＜虐待防止措置未実施減算【新設】所定単位数の1%減算 等＞

• 通所系サービスにおける食事提供加算の見直し
＜栄養面の評価を導入したうえで、経過措置を令和９年３月31日まで延長＞

• 物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額（食費・光熱水費）の
見直し

＜基準費用額 54,000円 ⇒ 55,500円＞

• 障害福祉現場の業務効率化（全サービス共通）

＜管理者の兼務範囲の見直し、テレワークの取扱いの明確化、申請書類の標準化 等＞

２ 訪 問 系 サ ー ビ ス （ 居 宅 介 護 ・ 重 度 訪 問 介 護 ・ 同 行 援 護

• 生活介護においてサービス提供時間に応じた評価を導入
＜生活介護の基本報酬の見直し。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた

個々の支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設ける＞

• 医療的ケアが必要な者へ対応の評価（生活介 護 ・ 施 設 ・ 短期入所）

＜人員配置体制加算（Ⅰ）利用定員20人以下 321単位/日、喀痰吸引等実施加算【新設】30単位/日 等＞

• 短期入所における緊急時の受け入れを更に評価

＜緊急短期入所受入加算（Ⅰ）180単位 ⇒ 270単位 等＞

• 福祉型短期入所サービスにおける医療的ケア児者の受入れを促進

＜医療型ケア対応支援加算【新設】120単位/日 等＞

３ 日 中 活 動 系 サ ー ビ ス （ 生 活 介 護 ・ 短 期 入 所 ）

・ 行 動 援 護 ・ 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 ）

• 施設のすべての入所者に対して、地域移行の意向を確認。グループホームの見学

地域活動への参加等を評価

＜意向確認に関する指針未作成の場合の減算 5単位/日、地域移行促進加算（Ⅱ）【新設】60単位/日等＞

• 施設における10人規模の利用定員の設定

＜基本報酬で対応。生活介護も同様の対応＞

• 施設から地域へ移行し、入所定員を減らした場合の加算を創設

＜地域移行支援体制加算【新設】＞

• グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の評価

＜自立生活支援加算（Ⅰ）【新設】1000単位/月 等＞

• 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応じて

加算する報酬体系へ見直し

＜グループホームの基本報酬の見直し＞

• グループホーム等において地域連携推進会議を設置し、地域の関係者を含む外部の

目を定期的に入れる取組を義務づけ

＜運営基準に規定。ただし、令和6年度は努力義務とし、令和７年度から義務化＞

４ 施 設 系 ・ 居 住 支 援 系 サ ー ビ ス
（ 施 設 入 所 支 援 ・ 共 同 生 活 援 助 ・ 自 立 生 活 援 助 ）

出典 厚生労働省 こども家庭庁
令 和 ６ 年 ２ 月 ６ 日障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等
報 酬 改 定 検 討 チ ー ム 一部改変



令 和 ６ 年 度 障 害 福 祉 サ ー ビ ス等 報 酬改 定 にお け る主な 改 定内 容

５ 訓 練 系 サ ー ビ ス
（ 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） ・ 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） ）

• 社会生活の自立度評価指標（SIM）の活用と報酬上の評価

＜個別計画訓練支援加算（Ⅰ）【新設】47単位/日 等＞

• ピアサポートの専門性の評価

＜ピアサポート実施加算【新設】100単位/月＞

• 就労移行支援事業所を定員10名以上から実施可能となるよう見直し

＜利用定員規模 20人以上⇒ 10人以上＞

• 就労継続支援A型のスコア方式について、生産活動収支や平均労働時間

に応じた評価となるよう項目を見直し

＜就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式を見直し＞

• 就労継続支援B型における平均工賃月額に応じた報酬体系について、より

メリハリをつけた報酬体系に見直し

＜就労継続支援B型の基本報酬の見直し、人員配置「6：1」の報酬体系の創設【新設】、

目標工賃達成加算【新設】10単位/日 等＞

• 就労定着支援の基本報酬を就労定着率のみに応じた報酬体系に見直し

＜就労定着支援の基本報酬の見直し＞

• 就労選択支援の円滑な実施のための基本報酬・ 人員配置基準等の設定
＜就労選択支援サービス費【新設】 1210単位/日＞

７ 相 談 系 サ ー ビ ス （ 計 画 相 談 支 援 ・ 障 害 児 相 談 支 援 ）

• 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、機能強化型の

基本報酬を充実

＜計画相談支援の基本報酬の見直し＞

• 地域の中核的な相談支援事業所の主任相談支援専門員を更に評価

＜主任相談支援専門員配置加算 100単位/月

* 主任相談支援専門員配置加算（Ⅰ）（Ⅱ） 300単位/月 ・ 100単位/月＞

• 相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算の拡充

＜医療・保育・教育機関等連携加算 100単位/月 ⇒ 150～300単位/月 等＞

８ 障 害 児 支 援
（ 児 童 発 達 支 援 ・ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス ・ 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援

・ 保 育 所 等 訪 問 支 援 ・ 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 ・ 医 療 型 障 害 児 入 所 施 設 ）

６ 就労系サービス
（ 就 労 移 行 支 援 ・ 就 労 継 続 支 援 A 型 ・ 就 労 継 続 支 援 B 型

・ 就 労 定 着 支 援 ・ 就 労 選 択 支 援 ）

• 児童発達支援センター等における中核機能を評価

＜中核機能強化加算【新設】 22単位～155単位/日

中核機能強化事業所加算【新設】 75単位～187単位/日＞

• 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて総合的な支援を推進

＜総合的な支援の提供を基本とすることを運営基準に規定 等＞

• 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいてサービス提供時間に応じた評価を

導入

＜児発・放デイの基本報酬の見直し ＞

• 支援ニーズの高い児への支援の評価を充実

＜入浴支援加算【新設】55単位/日、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】100単位

強度行動障害児支援加算 155単位/日 ⇒ 200又は250単位/日 等＞

• 家族支援の評価を充実

＜事業所内相談支援加算 80単位/月１回 ⇒ 家族支援加算 80単位/月４回（ｵﾝﾗｲﾝ 60単位）、

延長支援加算の見直し 等＞

• インクルージョン推進の取組への評価を充実（保育所等訪問支援の充実 等）

＜訪問支援員特別加算 679単位/日 ⇒ 700又は850単位/日＞

• 障害児入所支援における小規模化や地域生活に向けた支援等への評価を充実

＜小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ加算 240単位/日 ⇒ 186～320単位/日

ｻﾃﾗｲﾄ型 +308単位/日 ⇒ +378単位/日、移行支援計画の作成等を運営基準に規定 等＞

出典 厚生労働省 こども家庭庁
令 和 ６ 年 ２ 月 ６ 日障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等
報 酬 改 定 検 討 チ ー ム 一部改変



障害者の意思決定支援を推進するための方策

意思決定支援の推進（運営基準への位置づけ）

障害者の意思決定支援を推進するため、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障害福祉サービス事業等

の基準において、以下の規定を追加する。

【取扱方針】

• 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】

• 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討を
しなければならない。

• 利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援を行うため、

当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

• 相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議について、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対する意向
等を改めて確認する。

※ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個別支援

計画について相談支援事業者への交付を義務付け。

【サービス管理責任者の責務】

・ サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定

支援が行われるよう努めなければならない。

※障害児通所支援、障害児入所施設についても、障害児及びその保護者の意思の尊重の観点から、上記に準じた規定を追加。

相談支援事業者
サービス事業者 ア
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計
画
原
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ン 作
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（原則）

計
画
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成

意思決定に困難
を抱える者の意
思及び選好、判
断能力等の把握

（参考）障害者の意思決定支援のプロセス 相談支援専門員・サービス管理責任者が、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、計画を検討

※相談支援専門員によるモニタリングについて、地域移行に向けた意思決定支援や重度の障害等のため頻回な関わりが必要な者は標準より短い期間で設定が望ましい旨例示 11
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障害者虐待の防止・権利擁護

施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に
ついて、虐待防止措置未実施減算（所定単位数の１％を減算）を創設。

身体拘束の適正化

○身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止未実施減算の減算額を５単位から

所定単位数の10％に引き上げ。訪問・通所系サービスについて、減算額を５単位から所定単位数の１％に見直す。

（※）施設・居住系：障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練

訪問・通所系：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）、就労選択支援、

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、 保育所等訪問支援

（障害者支援施設が行う各サービスを除く）

虐待防止措置

（参考）身体拘束適正化措置
① やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

（参考）障害者虐待防止措置
① 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

本人の意向を踏まえたサービス提供（同性介助）

○施設・事業所において、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する
本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨を障害福祉サービス事業等の
指定基準の解釈通知に明記。 12
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業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策

定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。その際、一定程

度の取組を行っている事業所に対し経過措置を設けることとする。

概要

減算単位

算定要件

○ 以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。

• 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

• 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※ 令和７年３月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、

減算を適用しない。

ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、

保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められて

いないこと等を踏まえ、令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。

【全サービス】

※ 就労選択支援については、令和９年３月31日までの間、減算を適用しない経過措置を設ける。

業務継続計画未策定減算【新設】

・100分の３に相当する単位数を減算

（療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設）

・100分の１に相当する単位数を減算

（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、

就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く））
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出典 厚生労働省 こども家庭庁
令 和 ６ 年 ２ 月 ６ 日障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等
報 酬 改 定 検 討 チ ー ム 一部改変



情報公表未報告の事業所への対応

概要 【全サービス】

○ 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等

情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を創設する。

○ また、施行規則において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際に、 情報

公表に係る報告がされていることを確認することとする。

減算単位

情報公表未報告減算【新設】

・100分の10に相当する単位数を減算

（療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、

障害児入所施設）

・100分の５に相当する単位数を減算

（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、

医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く））

算定要件

○ 障害者総合支援法第76条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合に、所定単位数を減算する。

都道府県等による確認

○ 都道府県知事（指定都市又は中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の市長）は、指定障害福祉サービス事業者等の

指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の３の規定に基づく情報公表

に係る報告がされていることを確認するものとする。
16

出典 厚生労働省 こども家庭庁
令 和 ６ 年 ２ 月 ６ 日障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等
報 酬 改 定 検 討 チ ー ム 一部改変



サービス管理責任者の役割の改正について

12

・利用者及び利用者等に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う相談支援事業者へ当該個別支援計画を交付すること。

また、サービス管理責任者は、サービス等利用計画を踏まえた個別支援計画の作成等を可能とするため、当該相談支援事業者が実施するサービス担

当者会議に参加し、利用者に係る必要な情報を共有する等により相互連携を図ること。

・利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者を招集して行う会議を開催し、当該利用者の希望する生活及びサービスに対する

意向等を改めて確認するとともに、個別支援計画の原案について意見を求めること。

・個別支援会議は、意思決定支援ガイドラインにおける意思決定支援会議と一体的に行われることが考えられるが、意思決定支援会議をより丁寧に実施

するために、個別支援会議とは別に開催することも差し支えない。

なお、個別支援会議については、原則として利用者が同席した上で行わなければならないものである。ただし、例えば当該利用者の病状により、会議へ

の同席自体が極めて困難な場合等、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話装置の活用等、同席以外の方法により希望する生活及びサービ

スに対する意向等を改めて確認することで差し支えない。

個別支援計画の交付

個別支援会議の開催

モニタリング

・当該個別支援計画の実施状況の把握及び個別支援計画を見直すべきかどうかについての検討（当該検討は少なくとも６月に１回以上行われ、必要に応

じて個別支援計画の変更を行う必要があること。）を行うこと。

なお、モニタリングに際しても相談支援事業者との相互連携を図ることが求められるものであり、モニタリング結果を相互に交付すること、サービス担当

者会議及び個別支援会議を合同で開催又は相互の会議に出席する等の方法により連携強化を図ること。



ご清聴ありがとうございました


